
目

次

規

則

○
青
森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
環
境
保
全
課
）
…
一

○
青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
二

○
青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（

同

）
…
三

訓

令

○
青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
五

告

示

○
浄
化
槽
管
理
士
に
受
け
さ
せ
る
浄
化
槽
の
保
守
点
検
の
業
務
に
関
す

る
研
修
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
環
境
保
全
課
）
…
五

規

則

青
森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
三
号

青
森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
七
月
青
森
県
規
則
第
四
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

登
録
の
有
効
期
間
中
に
お
け
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
浄
化
槽
の
保
守
点
検
の

業
務
に
関
す
る
研
修
の
受
講
計
画
を
記
載
し
た
書
面

第
四
条
第
四
号
中
「
浄
化
槽
管
理
士
免
状
の
写
し
」
の
下
に
「
並
び
に
前
条
第
四
号
の
書
面
」
を

加
え
る
。

第
十
条
第
十
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
を
第

十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
ち
よ
う
付
さ
れ
て
」
を
「
貼

付
さ
れ
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
浄
化
槽
の
保
守
点
検
の
業
務
に
関
す
る
研
修
）

第
七
条

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
の
保
守
点
検
の
業
務
に
関
す
る
研
修
の
受

講
は
、
登
録
の
有
効
期
間
に
つ
き
一
回
以
上
知
事
が
告
示
で
定
め
る
研
修
を
受
け
さ
せ
る
も
の
と

す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「第

１
０
条

」
を
「第

１
１
条

」
に
、
「青

森
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付
欄

」
を

「青
森
県
収
入
証
紙
貼
付
欄

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「第

１
０
条

」
を
「第

１
１
条

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中
「第

１
０
条

」
を
「第

１
１
条

」
に
、
「写

真
ち
よ
う
付
欄

」
を
「写

真
貼
付

欄

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第24号令和２年３月27日 金曜日

号
外
第
二
十
四
号

令
和
二
年三

月
二
十
七
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
誓
約
書
）

第
三
条
の
二

条
例
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
知
事
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る

者
は
、
誓
約
書
（
第
三
号
様
式
の
二
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
号
様
式
中
「下

さ
い

」
を
「く

だ
さ
い

」
に
、

「

を
」

「

に
改
め
、

」

同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

（ ）2青 森 県 報 号外第24号令和２年３月27日 金曜日

認
定
収
入
月
額

円
合
計
所
得
金
額

円
合
計
控
除
金
額

円

認
定
収
入
月
額

円
合
計
所
得
金
額

円
合
計
控
除
金
額

円

保
証
極
度
額
（
入
居
の
承
認
を
受
け
た
時
の
入
居
決
定
者
の
家
賃
月
額
の

８
月
分
に
相
当
す
る
額
に
１
５
万
円
（
原
状
回
復
費
用
）
を
加
え
て
得
た

額
）

円



第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「

第
五
号
様
式
中

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
六
号

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（ ）3 青 森 県 報 号外第24号令和２年３月27日 金曜日
旧
保
証
人

住
所

氏
名

住
所

氏
名

新
保
証
人

住
所

氏
名

勤
務
先

電
話
番
号
（
自
宅
）

（
勤
務
先
）

住
所

氏
名

勤
務
先

電
話
番
号
（
自
宅
）

（
勤
務
先
）

旧
保
証
人

住
所

氏
名

新
保
証
人

住
所

氏
名

勤
務
先

電
話
番
号
（
自
宅
）

（
勤
務
先
）



青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
規
則
（
平
成
九
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
南
桜
川
団
地
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
南
桜
川
団
地
の
項
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中

「

を
」

「

に
改
め

」

る
。第

四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）4青 森 県 報 号外第24号令和２年３月27日 金曜日

敷
金

円

敷
金

円

保
証
極
度
額
（
入
居
の
承
認
を
受
け
た
時
の
入
居
決
定
者
の
家
賃
月

額
の
８
月
分
に
相
当
す
る
額
に
１
５
万
円
（
原
状
回
復
費
用
）
を
加

え
て
得
た
額
）

円



「

第
五
号
様
式
中

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
南
桜
川
団
地
の
項
を

削
る
改
正
規
定
及
び
別
表
第
二
南
桜
川
団
地
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
者
は
、
」
を
「
者
（
」
に
、
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
を

除
く
。
）
は
、
同
条
本
文
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
」
を
「
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
総
務
部
長

が
別
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
を
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

青
森
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
七
月
青
森
県
規
則
第
四
十

一
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
浄
化
槽
管
理
士
に
受
け
さ
せ
る
浄
化
槽
の
保
守
点
検
の
業
務
に
関

す
る
研
修
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
社
団
法
人
青
森
県
浄
化
槽
検
査
セ
ン
タ
ー
が
行
う
浄
化
槽
の
保
守
点
検
の
業
務
に
関
す
る

研
修

二

前
号
の
研
修
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
研
修

（ ）5 青 森 県 報 号外第24号令和２年３月27日 金曜日
旧
保
証
人
住
所
氏
名
住
所
氏
名

新
保
証
人
住
所
氏
名
勤
務
先

電
話
番
号
（
自
宅
）

（
勤
務
先
）

住
所
氏
名
勤
務
先

電
話
番
号
（
自
宅
）

（
勤
務
先
）

旧
保
証
人
住
所
氏
名

新
保
証
人
住
所
氏
名
勤
務
先

電
話
番
号
（
自
宅
）

（
勤
務
先
）



（ ）6青 森 県 報 号外第24号令和２年３月27日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
七
十
三
銭


